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１ はじめに 
 
  この手引きは共同研究（研究会及び共同研究プロジェクト）の円滑な推進を目的として作成したもの

です。共同研究の実施にあたっては、要綱、協定書及び契約書の定めによるほか、この手引きにより適
切に推進してください。 

 
（１）研究開発事業実施要綱 

研究会・共同研究プロジェクトの位置づけ等、基本的事項や手続について規定したもの。 
 
（２）共同研究協定書 
   当センターと研究メンバーが研究会・共同研究プロジェクトを設立した際に締結し、協定締結者間

の取り決め事項を規定したものであり、当センターと研究メンバーが締結するもの。 
 
（３）共同研究の経費に関する契約書 

研究経費を明記し、経費の確定や支払い方法について規定したものであり、当センターと研究代表
者が締結するもの。 

 
（４）共同研究の経費に関する個別契約書 

研究経費を明記し、経費の確定や支払い方法について規定したものであり、当センターと共同研究  
者がそれぞれ締結するもの。 

 
 
 

２ 実施計画書（要綱第９条） 
 
  実施計画書（研究会：様式第３号－１）（共同研究プロジェクト：様式第４号－１）は、研究代表者

を中心に研究メンバーが共同で作成し、研究代表者がセンターに提出してください。作成にあたっては、
下記の留意事項に従い、記入例を参考にしてください。 

 
（１）研究メンバー 

研究メンバーとは、研究代表者を含む研究会等の構成機関を指します。 
その機関において契約及び協定に係る権限を有する者を記載してください。ただし、当センターの

経費負担なしに研究活動を行う場合は、協定に係る権限を有する者を記載してください。 
担当者の欄には実務を担当する者を記載してください。 

 
  ① 研究代表者 

研究代表者は、主導的かつ主体的に事業を行う者である。 
 
  ② 共同研究者 

共同研究者とは代表者以外の研究メンバーであり、課題解決のために実務を担う者である。 
研究メンバーの欄には、その機関において協定に係る権限を有する者を記載し、担当者の欄には実

務を担当する者を記載すること。 
 

（２）その他のメンバー 
研究メンバー以外で研究開発への参画を予定している場合は、実施計画書にその旨を記載してくだ

さい。 
 

  ① アドバイザー  
アドバイザーとは、研究メンバーの合意により参加を依頼された者であり、旅費及び謝金等は共同 

研究経費として支出することができる。 
 
  ② オブザーバー 

オブザーバーとは、任意の参加者であり、オブザーバーに係る費用は共同研究経費として認められ
ない。 

 
 
（３） 必要経費 

  必要経費は共同研究に必要な経費を対象とするものであり、詳細については要綱別表１によるこ
と。 
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  研究代表者は、個別契約分のそれぞれの必要経費の表を作成し、それらをまとめて全体分を作成
してください。 

  共同研究に必要であることが確認できないものについては、実施報告書提出時に査定を行い、共
同研究経費として認めないこととなるので注意してください。 

  共同研究経費の対象となるのは、協定書に記載された委託期間内に発注（契約）・納品（又は完
了検査）があったものに限ります。 

  なお、委託期間内の納品であって、請求書や領収書が委託期間後に発行された場合は、請求書、
領収書及び納品書を受領後 速やかに当センターに提出すること。この場合、当センターからの共
同研究経費の支払いは、全ての確認書類が提出された後とします。 

 

３ 進捗管理（要綱第 11 条） 
 
（１）工程表による進捗管理 
      進捗状況は、実施計画書に定める工程表により管理すること。工程表に記載する到達目標及びタ 

    イムスケジュールは必要に応じ時点修正を行い、最新情報の共有化を図るためのツールとして活用 
  してください。 
 
（２）研究会議 
   進捗状況に応じて研究会議を開催してください。 
   研究会議では、研究メンバーは進捗状況について文書により報告し、今後の対応方針について協 

議を行ってください。 
   研究代表者は、研究会議の結果を踏まえ、工程表を時点修正してください。 
 
（３）進捗管理における留意事項 

進捗状況が計画よりも３ヶ月以上遅れている場合、研究代表者は「研究遅延理由書」（様式第７号）
を提出してください。 

 
 
 

４ 概算払い（要綱第 14 条） 

概算払いが必要な場合は、概算払申請書（様式第１３号）を提出してください。ただし、対象となる
経費は原則、機械装置費となります。 
申請書には、支払予定額が確認できる見積書等を添付してください。 
機械装置費以外の経費で概算払申請される場合はご相談ください。 

 
 
 

５ 中間検査（要綱第 15 条） 
 

委託期間中に、事業終了時の執行経費の確認行為の負荷の分散及び誤認識、誤処理等の速やかな是正 
を目的として経費の中間検査を実施します。 
 中間検査では、指定する期間内に使用した経費の確認書類を提出していただき、当センターが当該確 
認書類の検査を行います。 
 中間検査で提出した確認書類に変更がない場合、実施報告書提出時に再度当該提出済の確認書類を提  
出する必要はありません。 

 
 
 

６ 実施報告書（要綱第 16 条） 
 
研究代表者及び個別契約者は、委託期間が満了したとき、共同研究を中止したとき、又は協定を解除

したとき（共同研究協定書に定める暴力団排除条項に該当する場合を除く）は、その翌日までに報告書
を作成し、当センターに提出してください。 
研究成果及び今後の対応については、具体的かつ定量的に記載してください。また、最終年度は前年

度分を含め全体の取りまとめとして作成してください。 
 
○ 研究代表者：「共同研究実施報告書」（様式第１４号） 

様式第１４号別紙１及び別紙２については、個別契約分を含めて作成してください。 
また個別契約者の提出書類について、漏れ等がないか確認のうえ、とりまとめて提出してくださ

い。 
○ 個別契約者：「個別報告書」（様式第６号別紙） 
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（１）執行経費の確認書類 
実施報告書を提出する際は、「決算表」（様式第１４号別紙３、様式第６号別紙１）に記載した全

ての必要経費について確認書類（２－（３）必要経費の内訳を参照）を添付してください。 
別添の「実績報告書の経費に係るチェックリスト」により、確認書類の漏れがないようにしてくだ

さい。 
契約金額に関わらず、共同研究に要した経費の実費は、決算表に全て記載してください。共同研究

プロジェクトについては、収益納付額の算定に必要となります。 
 

（２）取得物件一覧表 
「取得物件（機械装置費で購入したもの）一覧表」（様式第１４号別紙４、様式第６号別紙２）を

作成するにあたっては下記の事項に留意してください。 
 

・単価が税込みで１基（台）あたり５万円以上１０万円未満のものと、１０万円以上のものを分け
て記載してください。 

・単価が５万円以上のものでも消耗品に該当することがあるが、その判断は当センターが行います。 
・取得物件は、当センター又は福岡県の備品となるので、善良なる注意義務を持って、管理してく

ださい。勝手に設置場所を移動したり、処分することのないように注意してください。 
 
 
 

７ 検査及び研究経費の確定（要綱第 17条） 
 

提出された実績報告書の検査の結果、共同研究が適正に実施されたと認められた時は、研究経費の額
を確定し、「委託費確定通知書」（様式第１５号）をお送りします。なお、委託経費の額は、共同研究
に要した経費の実費とし、契約書に定める契約額を限度とします。 

 
 
 

８ 研究経費の支払（要綱第 18 条） 
 

当センターから「委託費確定通知書」が通知されたら、「精算払請求書」（様式第１６号）により、
研究経費を請求してください。 

 
 
 

９ 精算（共同研究の経費に関する（個別）契約書第６条） 
 

  次のいずれかの場合は、返納していただきます。 
・共同研究を完了し、精算払い請求額が概算払いされた額を下回り残額が生じた場合 
・概算払いされた後に、共同研究を中止した場合 

 
 
 

１０ 継続審査（要綱第 8 条第 3 項） 
 

次年度も共同研究を継続する場合は、当該年度の研究成果及び次年度の研究計画について実施計画書
（案）を作成の上、プレゼンテーションによる報告をしていただきます。継続の可否については、評価
委員会において決定します。審査の結果によっては、次年度の計画変更の必要が生じる場合又は共同研
究が中止となる場合もあるので御留意ください。 

 
 
 

１１ 終了報告 
    

   最終年度には、評価委員会に対し、成果の確認のため、プレゼンテーションによる終了報告とともに、
終了テーマ成果確認票（運営要領様式第６号）を提出していただきます。開催時期は、原則として継続
審査と同時期に行います。 

 
 
 

１２ 収益納付（要綱第 32、33 条） 
 

   共同研究プロジェクトの成果により、製品（再生資源を含む）が販売され相当の利益が生じた場合、
収益の一部または全部を当センターに納付していただきます。 

   ※ 研究期間の開始日が平成３１年４月１日以降の共同研究プロジェクトで産、民の研究メンバー   
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に限ります。 
 
（１）事業終了後の報告義務 
   契約締結者は、共同研究協定書で定める研究期間が終了した翌年度以降、５年間、毎年６月３１日

までに「成果に係る状況報告書」（様式第１８号）を提出してください。また、根拠資料として、直
近の収益計算書等を添付してください。 

 
（２）収益納付 

成果に係る状況報告書により、相当の収益が生じたと認める場合は、当センターから「収益納付額
通知書」（様式第１９号）により納付額を通知しますので、速やかに納付してください。 
なお、報告の直近年度が赤字の場合は、収益納付を免除します。 
 

（３）収益納付額の算定 
収益納付額の算定（寄与率の決定）のため、開発した製品コストの内訳等の資料を提出いただくこ

とがございます。 
５年間の収益納付額の合計は、研究期間における委託費確定額の上限とします。 
算定式の詳細については、別紙１をご覧ください。 

 
 
 

１３ 研究成果の発表 
 

（１）研究成果発表届（要綱第 31 条） 
研究期間中及び研究終了後に研究成果を外部に発表する場合は、次の事項に留意してください。 
・あらかじめ「研究成果発表届出書」（様式第１７号）を当センターに提出すること。 

（※発表するにあたっては研究メンバー全員の同意が必要。） 
・発表する際には、その内容が共同研究の成果である旨を明示すること。 

 
（２）研究成果発表会（要綱第 34 条第 1 項） 

共同研究が終了した翌年度の研究成果発表会において当該事業の成果を発表していただきます。 
（研究会から共同研究プロジェクトへ昇格した場合を除く） 
 

（３）記者発表等（要綱第 34 条第 1 項） 
共同研究の成果（事業化や技術開発）や取組み内容について、当センター又は福岡県がＰＲのため 

の記者発表等を行う場合、資料作成、記者対応、映像撮影等にご協力をお願いします。 
 
 
 

１４ フォローアップ調査（要綱第 34 条第 2 項） 
 

 共同研究終了後の事業の進展状況（原料となる廃棄物の回収量、製品の生産量及び売上げ額等）につ
いて、毎年ヒアリング調査を実施させていただきますので、ご協力をお願いします。 

 
 
 

１５ 環境保全対策の実施等（要綱第 35条） 
 

 共同研究の過程及び研究期間終了後に研究成果を活用し、事業を実施する際には、生活環境保全上の
支障が生じることがないよう必要な措置を講じてください。また、事業場周辺住民から苦情があったと
きは、直ちに対応してください。 

 

１６ 取得物品（研究備品）の取扱い（要綱第 19、20 条） 
 

（１）研究期間中の取扱い 
  ・取得年度を超えて当該物件を継続使用する場合は、別途定める共同研究開発業務使用備品取り決 

め書を締結し、当該物件を貸付けます。 
  ・貸付期間は１年間ですが、研究期間を限度に延長することができます。 
  ・貸付期間中に当該物件を滅失又はき損したときは、別途定める事故報告書を提出してください。 
 
（２） 研究終了後の取扱い 

・研究期間終了後も引き続き研究目的のために使用する物件（実証試験等）については、研究メン 
バーに対し無償譲渡することができます。 

・研究目的のために使用することが困難となった物件は、当センターに返却してください。この場合、 
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物件の返却に係る移転搬出及び処分等の費用は原則として研究メンバーの負担となります。 
・「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（別表第六）」で定められている耐用年数を超えない間 

に再譲渡等の処分を行う場合は必ず事前に当センターへ御連絡ください。 
 
（３）留意事項 
  ・購入よりもリースが経済的な場合は、リース等で対応するよう努めてください。 
 
 
 

１７ 研究会から共同研究プロジェクトへの移行 
 

・共同研究プロジェクトは、基本的課題解決や共同研究プロジェクトで取組む課題の整理がなされた
研究会について、実用化に向け、実証試験及び個別課題解決のための共同研究を行うものです。 

・共同研究プロジェクトへの移行を希望される場合は、外部評価委員会での評価を経て、採択を決定
します。 

・外部評価委員会では、プレゼンテーションを行っていただきます。また、審査のための提案書（様
式４号に準じる）をご提出ください。 

・新規プロジェクト採択のための評価委員会の開催は、原則３月（事業開始は４月）としています。 
・外部評価委員会の前（11 月頃）に、センター内で事前ヒアリングを行うことがあります。 
・また、研究会終了年度から翌々年度までは、共同研究プロジェクトに移行できる場合もございます

ので、ご相談ください。 
 
※ 採択や実施のスケジュールについては、別紙２をご覧ください。 

 



 
 

   

共同研究プロジェクトに係る収益納付要領 

 

 

（収益納付の算定方法） 

第１条 公益財団法人福岡県リサイクル総合研究事業化センター研究開発事業実施要綱（以下「要綱」とい

う）第３３条第２項の収益納付額については、次の算出方法により算定した額とする。なお、当該年度収

益額の計算に当たって、委託事業の寄与が一部である場合は、公正妥当な基準による寄与率（注１）を

当該年度収益額に乗じるものとする。 

 

    納付額＝｛当該年度収益額（注２）-控除額（注３）｝×委託費確定額（注４） 

          ÷委託事業に要した経費（注５） 

 

    （注１）寄与率は原則として、製品における総製造原価に占める当該成果の製造原価の割合により、プ

ロジェクト契約者との協議を経て算出し、理事長が決定する。 

    （注２）当該年度収益額は、委託事業により製品化された製品に係る営業利益とする。ただし、収益納

付に係る報告１年目（委託事業の翌年度）については、委託事業実施年度分の当該金額を含むも

のとする。 

    （注３）控除額は研究期間における委託事業のプロジェクト契約者負担額とする。 

      （委託事業に要した経費（注５）-委託金額確定額（注４））を収益納付期間の５年間で除したものとす

る。 

    （注４）委託費確定額は、要綱第１７条第２項に基づき通知する金額とし、研究期間中に実施した委託

事業の合計額とする。 

（注５）委託事業に要した経費は、要綱第１７条第４項に基づき通知する金額とし、研究期間中に実施

した委託事業の合計額とする。 

 

（納付額の減免） 

第２条 ただし、直近の営業利益の額が前条で算出された納付額の３倍の額に満たない場合は、理事長は

納付すべき額を営業利益の３分の１に減じて納付させることができる。 

 

（書類の保存期間） 

第３条 プロジェクト契約者は納付額算定に必要となる書類を要綱第３２条に基づく報告から５年間保存しな

ければならない。 

 

  附則（平成３１年４月１日） 

  この要領は、平成３１年４月 1 日から施行する。 

 

 附則（令和６年１２月１２日） 

  この要領は、令和６年１２月１２日から施行する。 

 

 

別紙１ 



別紙２　研究会スケジュール・共同研究プロジェクトへの流れ

・・・ 3月

＜ 成 果 と り ま と め ＞ ＜ 成 果 と り ま と め ＞

提案書提出（公募は1月頃） 継続審査準備 　終了報告準備

プレゼン・審査会議    プレゼン・審査会議

○結果通知 　○結果通知

●協定書締結 ●協定書締結

●実施計画書提出 ●実施計画書提出 中間ヒアリング

●契約書締結 ●契約書締結

＜現地調査・打合せ＞ （必要に応じ、共同研究メンバーで実施） ☆研究成果の公表（事業化のプレスリリース等）
　　★成果発表会（7～8月）

＜研究会議＞ （進捗状況に応じて開催）

＜工程表＞ （進捗状況に応じ、時点修正）

●中間決算 ●中間決算

報告書作成 報告書作成

●報告書提出（3/1） ●報告書提出（3/1）

○委託費確定通知 ○委託費確定通知

　●精算払請求書 　●精算払請求書

研究委託費支払い 研究委託費支払い

研究会終了後
初年度 次年度 終了初年度

2年度 3年度 ・・・・
6月 7月 8月 9月

研究会

12月 1月 2月9月 4月10月 11月 12月 1月 2月 3月10月 11月

＜ステップアップ準備＞

終了報告

研究会
応募・審査期

間

4月 5月 8月3月 4月 5月 6月 7月

委託期間（１年目）：契約・協定締結日～2月28日 委託期間（２年目）：契約・協定締結日（4月1日）～2月28日

共同研究プロジェクト
（研究期間：原則２年以内）

３月：評価委員会【プレゼン審査】開催

新規採択、継続を決定。終了報告。

ステップアップ

事業化 フォローアップ調査

共 同 研 究 協 定 書 で 定 め る 研 究 期 間

共同研究プロジェクト終了後５年間は、成果に係る状況報告書を

6月30日までに提出すること。

※31年度以降に新規採択されたもので、産・民のメンバーに限る。



別紙１ 決 算 表

概 算 払 額 精 算 払 額 計 品 名 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 （ 円 ） 消費税（円） 合 計 （ 円 ）

機 械 装 置 費

小 計 0

消 耗 品 費

小 計 0

委 託 費

小 計 0

技 術 指 導
受 入 費

小 計 0

賃 借 料

小 計 0

旅 費

小 計 0

その他の経費

小 計 0

合 計 0 0

Ⓔ

※証拠書類の写しを添付すること（※証拠書類に通し番号を付け、本表と照合しやすいようにしてください。）

※本表は複数頁にまたがっても構いません。

区 分 計画額(円）
決 算 額 （ 円 ） 内 訳 証拠

書類
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

別
添



別紙１ 決 算 表

概 算 払 額 精 算 払 額 計 品 名 仕 様 数 量 単 位 単 価 金 額 （ 円 ） 消費税（円） 合 計 （ 円 ）
ウルトラミクロトーム Leica　EM FC7 1 機 180,000 180,000 14,400 194,400 機-1 ✔ ✔ ✔ ✔
〇〇計測器 〇〇社製　〇〇型 1 機 52,000 52,000 4,160 56,160 機-2 ✔ ✔ ✔ ✔

機 械 装 置 費

小 計 250,000 250,560

ビーカー 容量　〇〇 5 個 2,000 10,000 800 10,800 消-1 ✔ ✔
メスフラスコ 容量　〇〇 10 個 1,000 10,000 800 10,800 消-2 ✔ ✔

消 耗 品 費 凝固剤 〇〇社 10 ｋｇ 10,000 100,000 8,000 108,000 消-3 ✔ ✔
〇〇試薬 〇〇社 5 個 30,000 150,000 12,000 162,000 消-4 ✔ ✔
〇〇メーター 〇〇社製　〇〇型 1 個 40,000 40,000 3,200 43,200 消-5 ✔ ✔

小 計 290,000 334,800

〇〇〇分析委託 〇〇社（株）　〇検体 1 式 220,000 220,000 17,600 237,600 委-1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
0 0 0

委 託 費 0 0 0
0 0 0
0 0 0

小 計 250,000 237,600

〇〇〇の開発指導 〇〇　〇〇　様 1 式 22,000 22,000 1,760 23,760 技-1 ✔ ✔ ✔
技 術 指 導
受 入 費

小 計 20,000 23,760

ベルトコンベア 〇〇〇社製　〇リース社 6 カ月 20,000 120,000 9,600 129,600 賃-1 ✔

賃 借 料

小 計 120,000 129,600

（株）〇〇〇 〇〇市　1名　1泊2日 1 式 28,000 28,000 2,240 30,240 旅-1 ✔ ✔ ✔ ✔

旅 費

小 計 60,000 30,240

振込手数料 〇〇支払　（〇年〇月〇日） 1 件 500 500 40 540 他-1 ✔ ✔ ✔ ✔

その他の経費

小 計 10,000 540

合 計 1,000,000 1,007,100

Ⓔ

※証拠書類の写しを添付すること（※証拠書類に通し番号を付け、本表と照合しやすいようにしてください。）

※本表は複数頁にまたがっても構いません。

区 分 計画額(円）
決 算 額 （ 円 ） 内 訳 証拠

書類
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

記入例



お願い

①　 機械装置費

◎機械装置費の購入について◎

実施計画書に記載さ れたも の以外は原則、 購入でき ま せん。

（ 年度途中で必要になった場合は事前に相談の上、 センタ ーの事前承認が必要です。 ）

□ Ⓐ

□ Ⓑ

□ Ⓒ

□ Ⓓ

※　 「 機種選定理由書」 について

　 　 以下の項目を記入し て提出く ださ い。

　 　 ①機械装置の名称

　 　 ②仕様（ 規格・ 型式等）

　 　 ③購入目的

　 　 ④設置場所

※　 見積書記載の日付について

　 　 見積書提出日は委託期間終了日ま で

　 　 それぞれの見積書の日付が概ね1 カ月以上離れていない

　 　 こ と を確認し てく ださ い。

※「 ２ 社以上の見積書」 について

　 　 特注生産で複数の見積も り が

　 　 取れない場合にはその旨の理由書を

　 　 提出し てく ださ い。

※　 発注及び納品の日付について

　 　 対象と なる のは、 協定書に記載さ れた委託期間内に発注（ 契約） ・ 納品（ 又は完了検査） があったも のに限り ま す。

※　 領収書について

　 　 口座振り 込み書の場合は支払金額が確認でき る よ う にお願いし ま す。

　

領収書（ 又は口座振込書）

書類を提出さ れる 前にも う 一度確認をし てく ださ い。

☑を お願いし ま す。

機種選定理由書

２ 社以上の見積書

請求書（ 品目明細を含む）

　 原則と し て、 建物等の固定資産の入手費用は認めま せん。
　 ただし 、 研究会等の作業や成果の一部が活用さ れる 場合は購入を認める 場合も あ
る ため、 必要に応じ て当センタ ーの職員に事前に協議し てく ださ い。

納入業者見積書 + 理由

令和〇年〇月〇〇

①機械装置名称

●●●

②仕様（ 規格・ 型式等）

○○○－△△△

③購入目的

④設置場所

○〇研究室内

（ 共同研究者が設置し ても 可）

⑤機種選定理由書

具体的に記入する 。

（ リ ース では難し い理由も お願し ま す。 ）

記入例

機種選定理由書

研究メ ンバー名



お願い

②　 消耗品費

◎消耗品費について◎

・ 　 機械装置費に該当し ないも の。

・ 　 特殊な物でない限り 高額な消耗品は不可。

□ Ⓐ

□ Ⓑ

※　 発注及び納品の日付について

　 　 対象と なる のは、 協定書に記載さ れた委託期間内に発注（ 契約） ・ 納品（ 又は完了検査） があったも のに限り ま す。

※　 高額な消耗品について

　 　 ５ 万円以上は機械装置費になり ま す。 高額も ので消耗品になり そう なも のはご相談く ださ い。

※　 領収書について

　 　 口座振り 込み書の場合は支払金額が確認でき る よ う にお願いし ま す。

※　 汎用性のある 消耗品について

　 　 汎用性があり 、 目的外使用になり 得る 物品の購入は原則認めないが、 当該委託事業における 必要性及び購入理由が

　 明確である 場合は購入を認める 場合も ある ため、 必要に応じ て当センタ ーの職員に事前に協議し てく ださ い。

書類を提出さ れる 前にも う 一度確認をし てく ださ い。

☑を お願いし ま す。

請求書（ 品目明細を含む）

領収書（ 又は口座振込書）



お願い

③　 委託費

◎委託費について◎

・ 研究メ ン バー以外に委託する も の。

・ 研究メ ン バーへの委託は大学及び公設試験研究機関に限る 。

（ 但し 、 経費についての積算根拠を 明ら かにする こ と 。 奨学寄付金の研究委託は不可）

・ 単価契約等によ り 合計額が１ ０ ０ 万円以上の場合は契約書が必要。

□ Ⓐ

□ Ⓑ

□ Ⓒ

□ Ⓓ

□ Ⓔ

※　 見積書記載の日付について

　 　 見積書提出日は委託終了日ま で

　 　 それぞれの見積書の日付が概ね1 カ月以上離れていない

　 　 こ と を 確認し てく ださ い。

※「 ２ 社以上の見積書」 について

　 　 特殊な委託等で複数の見積も り が

　 　 取れないと き は以下の項目を 記載し た

　 　 委託先選定理由書を 提出し てく ださ い。

　 　 ①委託先

　 　 ②委託の名称・ 概要

 　 　 ③委託先の選定理由

※　 領収書について

　 　 口座振り 込み書の場合は支払金額が確認でき る よ う にお願いし ま す。

請求書（ 品目明細を 含む）

領収書（ 又は口座振込書）

書類を 提出さ れる 前にも う 一度確認を し てく ださ い。

☑をお願いし ま す。

２ 社以上の見積書

契約書（ １ 件が１ ０ ０ 万円以上の場合のみ）

納品書（ 報告書又は検査調書）

令和〇年〇月〇〇日
記入例

委託先選定理由書

研究会の契約者

①委託先

（ 株） △△

②委託の名称・ 概要

〇〇の加工・ 粉砕

③委託先の選定理由

（ 例） 本研究会では、 ○○新商品開発の

ため、 ○○の加工・ 粉砕が必要と なる 。

当該企業（ 株式会社△△） は〇〇の加

工・ 粉砕の分野に非常に優れており 、

○○の加工技術は当該企業の技術である 。

そのため株式会社△△に選定し たも の。



お願い

④　 技術指導受入れ費

◎技術指導受入れ費について◎

・ 外部講師の謝金については福岡県の標準単価に準じ 原則、 別表のと おり と し ま す。

・ 外部講師の旅費については契約者の諸費規程によ る こ と 。

（ 但し 、 規定がない場合は福岡県の旅費規程に準じ る こ と ）

（ 別表）

※別表の区分で判断でき ない場合はご連絡下さ い。

□ Ⓐ

□ Ⓑ

□ Ⓒ

※「 受入理由書」 について

　 　 以下の項目を記入のう え、 提出し てく ださ い。

　 　 ①受入理由

　 　 ②講師選定理由

 　 　 ③謝金単価の決定根拠

※　 領収書について

　 　 口座振り 込み書の場合は支払金額が確認でき る よ う にお願いし ま す。

書類を提出さ れる 前にも う 一度確認をし てく ださ い。

☑をお願いし ま す。

２ ， ９ ０ ０ 円以内

短時間の場合 長時間の場合（ ８ 時間以上）

６ ， ０ ０ ０ 円以内 ５ ， ５ ０ ０ 円以内

５ ， ５ ０ ０ 円以内 ５ ， ０ ０ ０ 円以内

３ ， ９ ０ ０ 円以内

受入理由書

請求書（ 指導日時、 内容が記載さ れたも の）

領収書（ 又は口座振込書）

区分

大学教授級

大学准教授級

高校以上教官級

令和〇年〇月〇〇日記入例

受入理由書

研究会の契約者名

①受入理由

開催行事名など

②講師選定理由

③謝金単価の決定根拠

□□様は、 △△大学の博士課程を卒業

後、 ー県へ入庁後、 －、 －、 －を 経て、

年 月 日に〇〇法人を設立。 代表を務

める 。

新し い循環シス テムを既存の社会シス テ

ムをでき る だけ活用し 安全確実に運営で

き る 仕組み作り に取り 組んでいる 。 ●●

関する 知識が豊富であり 、 指導的立場で

活躍し ている ため、 ◆◆◆級と する 。



お願い

⑤　 賃借料

◎賃借料について◎

・ 物品のリ ース 料・ レ ンタ ル料、 会議室利用料金等。

・ 単価契約によ り 合計が１ ０ 万円を超える 場合は見積書が必要。

（ 毎月の請求額が１ ０ 万円以下であっ ても 合計が１ ０ 万円を 超える 場合は必要）

□ Ⓐ

□ Ⓑ

□ Ⓒ

※　 見積書記載の日付について

　 　 見積書提出日は委託内容実施期間内ま で

　 　 それぞれの見積書の日付が概ね1 カ月以上離れていない

　 　 こ と を確認し てく ださ い。

※「 ２ 社以上の見積書」 について

　 複数の見積も り が取れないと き は

　 以下の項目を記載し た契約先選定理由書を

　 提出し てく ださ い。

　 　 ①契約先

　 　 ②契約の名称・ 概要

 　 　 ③契約先の選定理由

 　 但し 、 1 件の契約金額が1 0 万円以下の場合は

　 見積も り は不要。

※　 領収書について

　 　 口座振り 込み書の場合は支払金額が確認でき る よ う にお願いし ま す。

書類を提出さ れる 前にも う 一度確認を し てく ださ い。

☑をお願いし ま す。

２ 社以上の見積書

請求書（ 品目明細を含む）

領収書（ 又は口座振込書）

令和〇年〇月○○日記入例

契約先選定理由書

研究会の契約者名

①契約先

□□□サイ エン ス

②契約の名称・ 概要

△△△ のレ ン タ ル料

③契約先の選定理由

（ 例） 本研究会では、 研究工程の中に○○

の継続的な測定が必要と なる 。

当該企業（ □□□サイ エン ス ） は〇〇測定

機器の企業であり 、 こ の機器は当該企業の

技術である 。 他にも 類似製品はある が、

2 4 時間計測でき る 機器は当該企業にし か

ないため、 □□□サイ エン ス に選定し たも

の。



お願い

⑥　 旅費

◎旅費について◎

・ 調査の場合は原則１ 泊２ 日以内、 ２ 名以内。

・ 学会発表、 展示会、 セミ ナーの出張は共同研究に係る こ と であっ ても 認めま せん。

　 （ 発表・ 情報収集が目的であっ ても 認めま せん）

・ 有料道路通行料は旅費に計上。 （ 領収書が必要）

・ 契約者の旅費規程によ る こ と 。

　 　 （ 但し 、 旅費規程がない場合は福岡県の旅費規程に準じ る こ と 。 ）

□ Ⓐ

□ Ⓑ

□ Ⓒ

□ Ⓓ

※　 旅費精算書について

　 　 　 ・ 交通費の領収書、 宿泊については宿泊証明書（ 又は領収書） を添付し てく ださ い。

※　 復命書について

　 　 　 ・ 県外出張の場合は以下の項目を記載し た復命書を添付し てく ださ い。

　 　 ①　 出張者・ 同行者

　 　 ②　 出張先

 　 　 ③　 訪問先会社名・ 対応者名

　 　 ④　 期間

　 　 ⑤　 日程

　 　 ⑥　 訪問の目的

　 　 ⑦　 内容（ 協議内容等）

復命書（ 県外出張の場合）

書類を提出さ れる 前にも う 一度確認を し てく ださ い。

☑をお願いし ま す。

出張命令書（ 申請書）

旅費精算書（ 積算内訳がわかる も の）

旅費規程



（参考）

内容 　 協議内容が分かる よ う にお願いし ま す。 （ 資料など の添付）

県外出張　 復命書

　 Ｒ 　 　 　 年　 　 月　 　 日　 ～　 Ｒ 　 　 年　 　 月　 　 日　 　 　 　 日間

　 Ｒ 　 　 　 年　 　 月　 　 日　 　 〇〇時～　 　 　 　  △△△　 へ視察
　 Ｒ 　 　 　 年　 　 月　 　 日　 　 〇〇時～〇〇時　  △△△での会議

出張先

訪問先

期間

日程

目的

　 訪問先の住所を記入

氏名

同行者

　 訪問先の会社名・ 対応者名　 等を記入

出張者 所属



お願い

⑦　 その他の経費

◎その他の経費について◎

・ 研究に必要な経費で、 ど の項目にも 含ま れないも の。

（ 例）

・ 委託先と の契約書の収入印紙

・ 振込手数料

・ 大学と 契約する 際の一般管理費・ 間接経費等

・ 共同研究に必要な電気・ 水道・ ガス 使用料

・ 共同研究のための臨時に雇用する アルバイ ト の賃金で当センタ ーと 協議の上

必要性をみと めら れたも の。

（ 社会保険料・ 雇用保険料・ 労災保険料及び交通費は除く ）

□ Ⓐ

□ Ⓑ

※アルバイ ト 賃金の場合

□ Ⓒ

□ Ⓓ

※　 領収書について

　 　 口座振り 込み書の場合は支払金額が確認でき る よ う にお願いし ま す。

業務内容及び出勤日時が確認でき る 書類

書類を提出さ れる 前にも う 一度確認を し てく ださ い。

☑をお願いし ま す。

請求書（ 品目明細を含む）

領収書（ 又は口座振込書）

雇用契約書（ 又は通知書）


